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大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則 

の一部を改正する省令案に関する 

パブリックコメント（意見公募手続）の結果について 

 

 「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則の一部を改正する省

令案」について、令和８年１月２０日から令和８年２月１８日までの期間、電子政府の

総合窓口(e-Gov)の意見提出フォーム・電子メール・郵便を通じて、広く国民の皆様から

御意見の募集を行いましたところ、合計４件の御意見をいただきました。（その他、今回

意見募集の対象とする告示案に関係しない御意見が３件ございました。） 
 今回御意見をお寄せいただきました多くの方々の御協力に厚く御礼申し上げます。 

 いただいた主な意見の概要及びそれに対する文部科学省の考え方は別紙のとおりです。

貴重な御意見をお寄せいただき、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 



（別 紙） 

 

 

 

分 野 主な意見の概要 文部科学省の考え方 

１．認可の

申請期間に

ついて  

 

 

 

 

 

 

 大学の設置等の認可申請・届出に

おける事務負担の軽減や手続きの迅

速化に賛成する。改正にあたっては

、デジタル化による効率向上を図り

つつ、大学教育の質を担保するため

の審査基準の客観性を維持すること

を求める。 

また、制度変更により大学側の準

備に混乱が生じないよう、十分な周

知期間と丁寧なガイダンスを設けて

ほしい。 

 デジタル化による効率化について

は、現在も電子媒体による申請・届

出を認めているほか、認可書の電子

メールによる送付などにより、事務

負担の軽減や手続きの迅速化に取り

組んでおります。 

 また、審査基準の客観性について

は、平成15年の大学設置基準等改正

において、基準の一覧性を高め、明

確化を図る観点から、審査の基準は

告示以上の法令に規定することとし

、設置審査の準則化により客観性を

確保してまいりました。 

 いただいたご意見は、今後の参考

とさせていただきます。 

 

なお、本改正に伴う変更点等につ

いては、公布の日と同日に発出する

施行通知において説明するほか、「

大学の設置等に係る提出書類の作成

の手引（令和10年度開設用）」にお

いて周知を行ってまいります。 

  

大学の学部、短期大学の学科又は

私立の大学の学科の設置の認可の申

請期間が2か月前倒しされているが、

この改正に伴い、大学設置分科会運

営委員会への事前相談の「受付期間

」「結果伝達期間」および「受付対

象となる開設・変更年度」について

も影響が及ぶものと考えられる。こ

 大学設置分科会運営委員会におけ

る事前相談については、令和８年度

実施分から、受付期間及び結果伝達

期間を現行より１月程度前倒しする

見込みです。 

事前相談の詳細な実施期間等につ

いては、令和８年３月末頃に、文部

科学省のホームページにてご案内い



れらの期間等の設定について、どの

ような変更を予定しているか、教え

ていただきたい。 

たします。 

学部等の設置認可申請期間の変更

案（開設前々年の1月）について再考

を求める。 

国立大学の学部設置等の計画は、

運営費交付金と密接に関係しており

、確実な財源的裏付けを前提として

策定されるものです。運営費交付金

の各大学への配分予定額が決まるの

は開設前々年度の12月末頃であり、

改正案の申請期間では、適切な財源

見通しに基づく設置計画を策定する

ための、十分な時間的猶予がない。 

特に令和9年度予算においては、国

立大学の組織改革に係る予算要求が

、政府予算案の編成段階に遅れるこ

ととなったため、概算要求段階では

運営費交付金の見通しが立たない。 

（開設前年度から入試等に係る教

員の確保が必要なため、令和10年度

開設の場合、開設前年度の令和9年度

の交付金措置を踏まえた設置計画が

必要である） 

なお、同規則同条項を準用すると

されている大学院の研究科および専

攻の設置等にかかる認可申請につい

ても、同様である。 

ついては、国立大学に関しては認

可申請期間を開設前々年度3月のまま

にするなど、運営費交付金の配分ス

ケジュールに沿った期間設定をお願

いしたい。 

本省令は、大学の設置等の手続に

認可又は届出を要する公私立の大学

等の手続等を規定している規則であ

り、国立大学については、教育課程

や教員組織等について、公私立大学

と同様に質を担保するため、運用に

より本省令に基づく手続を準用して

います。 

一方、国立大学の学部等の設置に

当たっては、開設年度の前年度にお

いて開設に向けた概算要求が必要と

なりますが、設置計画段階において

は必ずしも学部等の設置に向けた財

源措置があるものではありません。 

また、各国立大学においては、中

期計画をはじめとした中長期的な見

通しの下で戦略的な運営が求められ

ているため、本省令の改正により２

ヶ月申請時期が早まることによって

、設置計画策定に支障が生じるもの

とは考えていません。 

したがって、原案のままとさせて

いただきます。 

今後は十分な学生確保の見通しを

備えた計画のみを認可するという政

学生確保の見通しについては、申

請者において設置構想段階から十分



府方針を理解したうえで、設置・収

容定員増の認可申請においては「進

学需要アンケート」の提出が実質的

に必須要件となっており、指定のク

ロス集計の上、第一志望で入学する

と回答した者が入学定員を超えてい

るかについて「審査参考資料の総括

表」や「学生確保の見通し等を記載

した書類」で記載が求められている

。地域の18歳人口の動向や自学の学

生募集状況等各種エビデンスを用い

て重層的な分析と、それらに基づい

た定員充足の仮説を裏付けるものと

してアンケートの結果が入学定員充

足の見通しの審査への影響が大きい

と思料する。 

  

ところが、現行のスケジュールに

おいてもアンケート実施時期と高校

生が第一志望受験決定を決める時期

との乖離があり、申請スケジュール

が前倒しになるとこの乖離はさらに

拡大し、アンケート結果の信ぴょう

性を棄損する恐れがあると危惧する

。当方の調べにおいては、「高校3年

生の夏休み前までに第一希望を決め

る」と回答した高校生は約60％であ

り、現行スケジュールの提出期限で

ある「高校3年生になるまでに第一志

望校の受験を決める」高校生は約40

％であった。前倒しになった場合は

、最速で「高校2年生の夏休み前まで

」にアンケートを回収する必要があ

るが、その場合、第一志望を決めて

いる割合は約20％である。 

申請各校は高校の進路指導のスケ

に分析することが重要であると考え

ます。 

学生確保の見通しの分析は、ご指

摘のアンケート結果だけではなく、

競合校の分析や入学志願者動向、既

設組織がある場合は既設組織の定員

充足状況など、様々な観点から確実

性について分析を行っていただき、

申請書において説明していただくこ

とが必要です。 

したがって、原案のままとさせて

いただきます。 

 

 



ジュールとは異なる時期に新設組織

の説明、アンケートの実施等工夫し

ているが、高校・高校生においても

本来のスケジュールとは別に協力す

ることになるため負担が大きい現状

がある。 

申請時期前倒しの影響で、大学調

べ、学問研究など高校生の進路選択

の準備が今までよりも不十分なタイ

ミングで実施することになればアン

ケートの結果の信ぴょう性が下がる

懸念がある。 

高校生の実態に沿ったアンケート

結果を参考に、学生確保の見通しを

審査することで認可後の定員未充足

状況を予防でき、そのうえで申請認

可時期の早期化は認可後の学生募集

活動において有益な策だと思料する

。 

 このような観点から、「学生確保

の見通し」については現行スケジュ

ールと同時期に提出とし高校現場や

高校生の進路検討の実態を反映した

結果が担保されるようにすることと

してはどうか。 

 


